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うたごえ ふるさとから６万９２００円
Y，Kさんから１０万円
太田市倫理法人会から３万６９６６円
濵田昭雄さんから５０００円
土遊倶楽部から１万４５００円
㈲飛翔から７万円
㈱マルハン太田新道町店からお菓子７箱、食品４５点、日用品１７個
㈱スバルロジスティクスからマスク１０箱、ガウン１箱、フェイスシールド２箱
深澤さんから文具一式、軍手16束
プレイアス太田からマスク１１００枚� （敬称略）

　善意のご寄付ありがとうございます。
　令和６年４～５月までにご寄付いただいた方は
次の通りです。

社協だより令和6年8月1日発行

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

HPはこちら▲

第 113113 号
太田市飯塚町1549（太田市福祉会館1階）

0276-46-6208　 0276-46-6229

社会福祉協議会では、ペットボトルキャップの回収を行っています。
最寄りの窓口（本所・西部支所・ボランティアセンター）までお持ちください。

今回の「社協だより」は、赤い羽根共同募金の助成を受けて
1部あたり3.05円で作製しました。

やさしいこころやさしいこころ

  成年後見制度ってどんな制度？
　認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で、ひとりで決めること
が心配な方々は、財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協
議などの相続手続など）や身上保護（介護・福祉サービスの利用契約や
施設入所の契約締結、履行状況の確認など）などの法律行為をひとり
で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約である
ことが良く分からないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあ
うおそれもあります。
　このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、
ご本人の意思を尊重した支援（意思決定支援）を行い、共に考え、地域
全体で明るい未来を築いていく制度です。

  日常生活自立支援事業
　高齢者や障がいのある方々が住み慣れた地域で安心して日常生活
を過ごせるよう支援する事業です。ひとりで契約等の判断をすることが
不安な人やお金の管理に困っている人などが利用できます。

事業内容
①�福祉サービスの利用申し込みや日常生活に必要な事務手続きのお
手伝いをします。
②�日常的な金銭管理（公共料金の支払いや生活費の払い戻しなど）の
お手伝いをします。
※�①②に付随して預金通帳や印鑑・証書など大切な書類をお預かりし
ます。

利用料　1時間1200円
※�ただし、住民税非課税世帯・生活保護世帯は
助成金制度があります。

　このようなことでお困りのときには、ぜひご相談ください。

ご存知ですか？ご存知ですか？

おおた成年後見支援センター　 0276-46-6208

おおた成年後見支援センター

令和５年度 事業報告・決算報告
　これまで、新型コロナウイルス感染症予防のため、3年間にわたり行動制
限がありましたが、5月から段階的に制限が緩和され、通常の生活を送るこ
とができるようになりました。これに伴い、当会でもさまざまな事業が再開さ
れ、令和4年度と比較して大幅に活発化されました。また、新たに策定された
太田市地域福祉活動計画の基本理念「誰もが主役　みんなで福祉のまちづ
くりを推進しよう」を掲げ、誰もが住み慣れたまちで自分らしく安心して暮ら
すことができるよう地域福祉の推進に努めてまいりました。

特に活発化された事業
●地域つながり支え合いマップ事業
●傾聴ボランティア派遣事業
●ボランティアコーディネート
●高齢者ふれあい推進事業（お茶の間カフェ）
●高齢者地域福祉自立支援事業・はつらつバスツアー
●ふれあい・いきいきサロン事業
●子育てサロン事業
●コミュニケーション支援事業

㈲飛翔より

㈱スバルロジスティクス
より

㈱マルハン太田
新道町店より

業務内容
●成年後見制度の相談
●広報・啓発活動
●市民後見人の養成・支援

●法人後見の受任
●日常生活自立支援事業

　このような悩み事はありませんか？
●失業してから、なかなか仕事が見つからない
●働きたいが、ブランクがあり不安
●子どもが長い間、就労できずにいる
●生活費のやりくりに困っている

　相談はご本人からでも、ご家族・周りの方からでも受け付けています。
　相談員があなたに寄り添って一緒に解決方法を考えていきます。

場所　市役所南庁舎1階
相談受け付け　午前8時30分～午後5時15分

（年末年始・土日・祝日を除く）
※初めての相談は時間に余裕をもってお越しください。

仕事や生活に困ったら仕事や生活に困ったら
ひとりで悩まないで、早めにご相談くださいひとりで悩まないで、早めにご相談ください

自立相談支援センター　 0276-48-8177

自立相談支援センター

赤い羽根共同募金
「地域配分申請」受け付け開始

　令和６年度共同募金（令和７年度実施事業）地域配分の申請を受け付
けます。
申請期間　８月１日㈭～３０日㈮
対象事業　（１）備品整備配分�（２）事業経費配分�（３）運営費配分�

（４）赤い羽根文庫購入配分
対象団体　保育所、認定こども園、学童保育所、ＮＰＯ法人、任意団体など
申し込み　太田市共同募金委員会（福祉会館１階）へ申請書類を直接提
出（郵送不可）

太田市共同募金委員会　 0276-46-6208

※申請書は福祉会館、新田福祉総合センター、ボランティア
センター窓口ほか、社会福祉協議会ホームページからも
ダウンロードできます。


